
講 習 名 開催地

　      6月4日（木）5日（金） 1.

受 講 料 13,486円

　      9月16日（水）17日（木） 2. テキスト代 1,925円

計

       11月19日（木）20日（金）

        5月27日（水）28日（木） 1. 受 講 料

　 　      29日（金）
　全科目  21,769円

        9月 2日（水） 3日（木）
一部免除 10,164円

            4日（金）
2. テキスト代 2,970円

       12月 2日（水） 3日（木）

            4日（金）

　      7月29日（水）30日（木）  1．

受 講 料 14,157円

2. テキスト代 2,255円

計

1.

　　　  6月 8日（月） 9日（火） 受 講 料 14,157円

　 2. テ キ ス ト 代 2,145円

計

1.
受 講 料 14,157円

　　 　 6月 1日（月） 2日（火）
テ キ ス ト 代 1,815円

2.

計

　　 　 7月 7日（火） 8日（水）

　 受 講 料 13,486円

　     10月28日（水）29日（木） テキスト代 2,200円

2日間 計

建 築 物 等
の 鉄 骨
組 立 て 等
作業主任者

京 都 市

建築物等の鉄骨の組立て等作業に
3年以上従事した経験を有する者
（満18才に達してからの経験年数
が3年以上ある者に限ります。）

2日間 大学、高専、高校の土木、建築の
学科を卒業し、当該作業の経験年
数2年以上の者 16,302円

有 機 溶 剤
作業主任者

京 都 市 受講対象者は満18歳以上
2日間

木造建築物
の組立て等
作業主任者

京 都 市

木造建築物の構造部材の組立て等
の作業に3年以上従事した経験を有
する者（満18才に達してからの経
験年数が3年以上ある者に限りま
す。）

2日間 大学、高専、高校の土木、建築の
学科を卒業し、当該作業の経験年
数2年以上の者

一部免除あり (お問合せ下さい)

15,972円

15,686円

地山の掘削
及び土止め
支 保 工
作 業 主 任

京 都 市
地山の掘削又は土止め支保工の
切りばり腹おこしの取付け作業に
3年以上従事した経験を有する者
（満18才に達してからの経験年数
が3年以上ある者に限ります。）

3日間

京 都 市
3日間

大学、高専、高校の土木、建築、
農業土木の学科を卒業し、当該作
業の経験年数2年以上の者

京 都 市

2日間

型枠支保工
組 立 て 等
作業主任者

受　講　費（税込み）
(受講料・テキスト代)

計（全科目） 　24,739円

足場の組立、解体又は変更の作業
に3年以上従事した者（満18歳に達
してからの経験年数が3年以上ある
者に限ります。）

大学、高専、高校の土木、建築又
は造船の学科を卒業し、当該作業
の経験年数が2年以上の者

※上記1.2.の受講資格を満たすため、
平成29年7月1日以降の期間を作業経験
に含む場合は「足場の組立て等の業務
に係る特別教育」修了証等（写し）を
添付

3日間
一部免除者：土木施工管理技士1級
　もしくは2級取得者

計（一部免除） 13,134円

京 都 市

型枠支保工の組立又は解体作業に
3年以上従事した経験を有する者
（満18才に達してからの経験年数
が3年以上ある者に限ります。）

2日間

令和9年 1月19日（火）20日（水） 大学、高専、高校の土木、建築の
学科を卒業し、当該作業の経験年
数2年以上の者 16,412円

令和8年度講習別予定案内
京都労働局長登録第6号有効期間 2029.3.30 
京都労働局長京石第2号有効期間 2026.11.14

建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会 京 都 府 支 部

〒604-0944京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町645

京都建設会館3階

足 場 の
組 立 等
作業主任者

京 都 市
2日間

舞 鶴 市
2日間

                                                                     TEL　075-231-6587　/　FAX　075-251-0058 

http://kensaibo-kyoto.jp/

本年度の講習予定を下記のとおり開催しますので、多数受講されますようご案内いたします。

記

１．技能講習

京 都 市
2日間

15,411円

予 定 月 日 受 講 資 格 等

建災防京都 検索
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講 習 名 開催地

 　 　  4月16日（木）17日（金）　

　　 　 5月18日（月）19日（火）

　　 　 6月23日（火）24日（水）

　　 　 7月22日（水）23日（木） 受 講 料 14,124円

　　　  8月20日（木）21日（金） テキスト代 2,035円

　　 　 9月14日（月）15日（火） 計

　　　 10月22日（木）23日（金）

　　　 12月15日（火）16日（水）

令和9年 2月15日（月）16日（火）

　
受 講 料 11,000円
テキスト代 1,815円

計

受 講 料

全 科 目 26,950円
1. 移動式クレーン免許保有者等 一 部 免 除 22,451円
2. 特 例 者 22,451円

テ キ ス ト 代 1,683円

計（全科目）

計（一部免除者） 24,134円

計（特　例　者） 24,134円

1.①②③

　14時間講習 52,426円

2.12時間講習 49,423円

テキスト代 2,145円

計  (14時間)

計  (12時間)

定   員：

講習時間： 受付開始時刻：午前8時30分　開始時刻：午前9時　

講習会場等：

 ※)　CPDS/CPD登録については、各講習の案内書に記載されています。

申  込：

申込書：

写  真：

高所作業車
(作業床の
高さが 10m
以 上 の 運
転 ）

　受講対象者は満18歳以上

受　講　料　一部免除対象者

 1. ①建設機械施工技術検定に合格
　　　  した者
　　②大型、中型、準中型、普通、若
　　　 しくは、大型特殊、又は大型二
　　　 種、中型二種、普通二種　若し
　　　 くは大型特殊二種自動車免許
　　　 取得者
　　③フォークリフト、ショベルロー
　　　 ダー、車両系建設機械（整地等
　　　 用、解体用）
　　　 不整地運搬車運転技能講習を
　　　 修了した者
 
2.　移動式クレーン運転免許、小型移
　　 動式クレーン運転技能講習を修了
　　 した者

54,571円

51,568円

　　  　5月20日（水）21日（木）
    　　　　　　　　   2日間

　    　7月15日（水）16日（木）
　　　　　　　　　　　 2日間

玉 掛 け

　受講対象者は満18歳以上

　一部免除対象者

床上操作式クレーン、小型移動式
クレーン技能講習の修了者

　特例対象者

        9月10日（木）11日（金）

　　 　　13日（日)　　3日間
京 都 市

28,633円
1. 吊り上げ荷重1トン以上の玉掛け

補助作業の6ヶ月以上の経験者等

2. 吊り上げ荷重1トン未満の玉掛け
業務6ヶ月以上の経験者

京 都 市
2日間

京 都 市
2日間

金属アーク
溶接等作業
主任者限定

        8月 6日（木） 7時間 京 都 市 受講対象者は満18歳以上

12,815円

予 定 月 日 受 講 資 格 等 受　講　費（税込み）
(受講料・テキスト代)

石 綿
作業主任者

京 都 市

受講対象者は満18歳以上

2日間

京 都 市
2日間

京 都 市
16,159円

2日間

京 都 市
2日間

京 都 市
2日間

京 都 市
2日間

京 都 市
2日間

 　    10月 5日（月） 6日（火）
　　　　　     　　　　2日間

京 都 市

京 都 市

京 都 市

京 都 市
令和9年 1月14日（木）15日（金）
　　　　　　　　　 　　2日間

ホームページよりダウンロードしてください。

申込書に写真（3.0cm×2.5cm）１枚を貼付して提出して下さい。修了証に使用します。

60名　(開催会場や実技を伴う講習等により定員は変更する場合があります。）

終了時刻：講習により異なります。（一部免除者も異なります。）

お申込みの際、ご連絡します。なお、駐車場はありませんのでご注意下さい。

顔写真・必要写真を「アップロードする」WEB申込み、又は、顔写真・必要書類を添付した受講申込書を

郵送もしくは窓口でお申込み下さい。申込手順はHPにてご確認ください。電話・FAXでの申込みは不可。

一旦納入いただいた受講料等は、欠席の場合でもお返しできませんのでご了承下さい。
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講 習 名 開催地

        5月12日（火）13日（水）

        6月15日（月）16日（火）

        8月18日（火）19日（水） 全　科　目 45,364円

2日間 一部免除 43,362円

       10月20日（火）21日（水） テキスト代 5,170円

2日間

令和9年 1月27日（水）28日（木）    計（全科目） 50,534円

        3月 4日（木） 5日（金） 計（一部免除） 48,532円

2日間

【再修了考査】

受 講 料 5,005円

受講資格
区分番号

卒業後の建築に関する

実務経験年数：２年以上

卒業後の建築に関する

実務経験年数：３年以上

卒業後の建築に関する

実務経験年数：４年以上

卒業後の建築に関する

実務経験年数：７年以上

建築に関する

実務経験年数：１１年以上

実務経験年数：５年以上

11 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数：２年以上

10
労働安全衛生法第９３条第１項の産業安全専門官もしくは労働衛生専門官または同項の産業安全専門
官もしくは労働衛生専門官であった者

実務経験証明

実務経験証明

12
第一種作業環境測定士又は第二種作業環測定士であって、建
築物石綿含有建材調査に関わる者

石綿含有建材の調査に関する 左記に示す登録書（写し）
及び

実務経験証明実務経験年数：５年以上

8 建築行政に関わる者

実務経験年数：２年以上 実務経験証明
9

環境行政（石綿の飛散の防止に関するものに限る。）に関わ
る者

6 【２】～【５】に該当しない者（学歴不問） 実務経験証明

7
労働安全衛生法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第
１０８号）による改正前の労働安全衛生法別表第１８第２２
号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者

石綿含有建材の調査に関する
左記に示す技能講習修了証

（写し）及び

実務経験証明

3

学校教育法による短期大学（修業年限が３年であるものに限
り、同法による専門職大学の３年の前期課程を含む。）にお
いて、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程
(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者
（専門職大学の前期課程にあたっては、修了した者）

及び

実務経験証明

※卒業証明書に建築学に関す
る学科が明記されていない場
合は、履修科目証明もしくは
成績証明書も併せて必要で
す。
(平成２１年以降に該当学校に
入学された方は、卒業証明書
に建築学に関する学科が明記
されていても、必ず履修科目
証明書が必要になります。)

4

【３】に該当する者を除き、学校教育法による短期大学（同
法による専門職大学の前期課程を含む。）または高等専門学
校において建築に関する正規の課程またはこれに相当する課
程を修めて卒業した者

5
学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建
築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒
業した者

2
学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、建築
に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業し
た者

 卒業証明書（写し）、

履修科目証明書（写し）

※一般建築物石綿含有建材調査者講習「受講資格表」

学　　　　　　歴　　　　　　　等 実務経験年数 添付書類等

1 労働安全衛生法別表第１８第２３号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了者 修了書（写し）

一般建築物
石綿含有建
材調査者

講習

再修了考査の日程につきましては、
　　　建災防京都府支部HPにて
          http://kensaibo-kyoto.jp/
　　　随時お知らせいたします。

2日間

京 都 市

京 都 市

　※下記「受講資格表」で
　　ご確認ください

　一部免除対象者
　石綿作業主任者技能講習修了者

受　講　料
2日間

京 都 市
2日間

京 都 市

京 都 市

京 都 市

２．一般建築物石綿含有建材調査者講習

予 定 月 日 受 講 資 格 等 受　講　費（税込み）
(受講料・テキスト代)

建設業労働災害防止協会京都府支部が
開催した「一般建築物石綿含有建材調
査者講習」を受講した方で、修了考査
に不合格となり、当支部発行の「受講
証明書」をお持ちの方。

一 般 建 築
物 石 綿 含
有 建 材 調
査 者 講 習
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講 習 名 開催地

       12月17日（木）18日（金） 受 講 料 等
（テキスト代含む）

        5月22日（金） 京 都 市

　　    7月17日（金） 京 都 市

　     10月 7日（水） 京 都 市
（テキスト代含む）

        4月22日（水） 京 都 市

　　    5月26日（火） 京 都 市

　　    7月 1日（水） 京 都 市
受 講 料 等

　　    8月27日（木） 京 都 市
（テキスト代含む）

       12月 1日（火） 京 都 市

令和9年 2月 5日（金） 京 都 市

　　    4月21日（火）

　　    9月25日（金）

講 習 名 開催地

京 都 市

京 都 市

京 都 市

京 都 市

令和9年2月17日(水)18日(木)2日間 京 都 市

        4月24日（金） 京 都 市

        6月30日（火） 京 都 市

　 　 　8月 5日（水） 京 都 市

　 　  10月 2日（金） 京 都 市

令和9年 2月18日（木） 京 都 市

（テキスト代含む）

受 講 料 等
（テキスト代含む）

受 講 料 等
（テキスト代含む）

受 講 料 等
（テキスト代含む）

上記３．４の教育は、定員を大幅に下回る場合には中止になることがあります。

職長・安全
責 任 者
能 力 向 上
教 育

化学物質管
理 者 講 習

15,125円

  化学物質を取り扱う建設業の事業場
における労働安全衛生規則第12条の5
に規程する化学物質管理者または選任
予定者

熱中症予防
指導員研修

12,210円

11,297円

       11月30日（月） 4時間

施工管理者
等のための
足場点検実
務 者 研 修

3.5時間        5月15日（金）

　  　  7月 3日（金） 7時間 京 都 市

京 都 市

        8月 7日（金） 4時間

京 都 市

　建設工事の施工管理の実務に従事し
た経験のある方、又は店社の安全衛生
部門で足場の設置計画の審査、工事現
場の安全パトロール等の業務を担当し
ている方

　職長・安全衛生責任者教育、若しく
は職長教育と安全衛生責任者教育の両
方を修了し、職長又は安全衛生責任者
に従事後、概ね5年を経過した者

11,407円受 講 料 等

※該当する修了証（写し）を添付

  建設企業等において熱中症予防
のための教育、指導を行う方

職 長の ため
の リス クア
セ スメ ント
教 育

6時間

21,219円

４．職長・その他の教育

予 定 月 日 受 講 資 格 等 受　講　費（税込み）
(受講料・テキスト代)

職長・安全
衛生責任者
教 育

 1.受講対象者
  建設現場において職長又は
  安全衛生責任者の業務に就く者

　 4月23日（木）24日（金）2日間

　 6月29日（月）30日（火）2日間

　 8月 4日（火） 5日（水）2日間

　10月 1日（木） 2日（金）2日間

　H18年3月31日までに職長・安全
  衛生責任者教育又は職長教育を
  修了した者

  (注意：安全衛生責任者教育の
   追加でははありません。)

　※該当する修了証（写し）を添付

受 講 料 等
（テキスト代含む）

11,792円

6時間

6時間

6時間

受 講 料 等
（テキスト代含む）

6時間

足場の組立
等 の 業 務

6時間
京 都 市 受講対象者は満18歳以上 受  講  料  等

     （テキスト代含む）
12,551円

6時間

フルハーネ
ス型安全帯
使用作業

（６時間）

6時間

6時間

6時間

受講対象者は満18歳以上
6時間

6時間

6時間

12,892円

高所作業車
運転（作業
床の高さが
10ｍ未満）

8時間
 大型、中型、準中型、普通　若しく
 は、大型特殊　又は大型二種、中型
 二種、普通二種　若しくは大型特殊
 二種自動車免許取得者

受 講 料 等 20,845円8時間

8時間

３．特別教育

予 定 月 日 受 講 資 格 等 受　講　費（税込み）
(受講料・テキスト代)

巻 上 げ 機 京 都 市 受講対象者は満18歳以上 23,529円
 10時間

       11月 9日（月） 6時間 京 都 市
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名　　　称

足 場 の 組 立 て 等
作 業 主 任 者 講 習

地 山 の 掘 削 及 び 土 止 め
支 保 工 作 業 主 任 者
技 能 講 習

型 枠 支 保 工 の
組 立 て 等 作 業
主 任 者 技 能 講 習

建 築 物 等 の 鉄 骨 の
組 立 等 作 業 主 任 者
技 能 講 習

木 造 建 築 物 の
組 立 て 等 作 業
主 任 者 技 能 講 習

有 機 溶 剤
作 業 主 任 者
技 能 講 習

石 綿
作 業 主 任 者
技 能 講 習

金 属 ア ー ク 溶 接 等
作 業 主 任 者
限 定 技 能 講 習

玉 掛 け 技 能 講 習

高 所 作 業 車 運 転
技 能 講 習

講
習

一般建築物石綿含有建材
調 査 者 講 習

巻 上 げ 機 運 転 者
特 別 教 育

高 所 作 業 車
運 転 特 別 教 育

フ ル ハ ー ネ ス 型 安 全 帯
使用作業特別教育(6時間)

足場の組立て等の業務に係る
特 別 教 育 （ 6 時 間 ）

石 綿 取 扱 い 作 業 従 事 者
特 別 教 育

職 長 ・ 安 全 衛 生
責 任 者 教 育

職 長 等 の た め の リ ス ク
ア セ ス メ ン ト 教 育

施 工 管 理 業 者 の た め の
足 場 点 検 実 務 者 研 修

丸 の こ 等 取 り 扱 い 作 業
従 事 者 教 育

建設業における化学物質
管 理 者 講 習

熱 中 症 予 防 指 導 員 研 修
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　建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある方
　店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等を
　担当している方

http://kensaibo-kyoto.jp/

　軒の高さが5ｍ以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地
　若しくは外壁下地の取付け作業

　石綿等（重量の0.1％を超えて含有）が使用されている建築物又は工作物の解体
　作業及び石綿取扱い作業

　金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする
　作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業

建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会  京 都 府 支 部

 修了され、職長又は安全衛生責任者に就いてから概ね5年を経過した者

職 長 ・ 安 全 衛 生
能 力 向 上 教 育

「職長・安全衛生責任者教育」もしくは「職長教育」と「安全衛生責任者教育」の両方を

　職長・安全衛生責任者等でリスクアセスメント教育を要する者

　丸のこ等の取扱業務に従事する者

　化学物質を取り扱う建設業の事業場における労働安全衛生規則第12条の5に規程する
　化学物質管理者または選任予定者

　掘削面の高さが2ｍ以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削
　を除く)の作業
　土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け、又は取りはずしの作業

　型わく支保工（支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物に
　おけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の
　設備）の組立て又は解体の作業

　建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの
（その高さが5ｍ以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更の作業

　建築物等の解体または改修作業を行うときに、対象となる建築物に石綿使用の有無
　の調査が必要とされ、事前調査を実施する業務

　足場の組立て、解体又は変更の作業（地上又は堅固な床上での補助作業の業務を
　除く）のための業務

　屋内作業場又はタンク、船倉、坑内等の内部において一定の有機溶剤（当該有機
　溶剤と以外のものとの混合物で有機溶剤を当該混合物の重量5％を越えて含有する
　ものを含む）を製造し、又は取り扱う作業

そ
の
他
の
教
育

TEL　：　０７５－２３１－６５８７　　　　　FAX　：　０７５－２５１－００５８

講習を必要とする対象業務

　つり上げ荷重1ｔ以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックを用いて行う
　玉掛け作業

　最大上昇時の作業床の高さが10メートル以上の運転の業務（道路上走行運転を除く）

　動力駆動の巻上げ機（電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻き上げ
  機でゴンドラに係るものを除く）の運転業務

　つり足場（ゴンドラのつり足場を除く）張出し足場又は5ｍ以上の構造の足場の
　組立て、解体又は変更の作業

　建設企業等において熱中症予防のための教育・指導を行う方

（職　　長）　　　建設業の各事業場
（安全衛生責任者）統括安全衛生責任者を選任すべき作業所における関係下請負人

　最大上昇時の作業床の高さが10メートル未満の運転の業務（道路上走行運転を除く）

　石綿が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者

　高さ2メートル以上の箇所において作業床を設けることが困難なところで、墜落
  制止用器具のうちフルハーネス型安全帯を用いて行う作業

特
別
教
育

作
業
主
任
者
技
能
講
習

技
能
講
習

講習を必要とする対象業務

http://kensaibo-kyoto.jp/
http://kensaibo-kyoto.jp/
http://kensaibo-kyoto.jp/

